
近
年
、
日
本
で
も
様
々
な
学
問
分
野
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
が
盛

ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
従
来
の
学
問
内
容
が
男
性
中
心
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
の
発
見
と
女
性
学
の
成
立
、
そ
し
て
男
女
両
性
の
問
題

を
考
え
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
へ
と
い
う
研
究
の
流
れ
は
、
歴
史
学
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。

一
九
八
○
年
代
以
降
、
近
世
史
に
お
い
て
も
女
性
史
研
究
が
盛
ん
に
な

り
、
武
家
女
性
に
関
し
て
も
知
行
・
相
続
・
婚
姻
・
交
際
・
儀
礼
な
ど
に

つ
い
て
の
研
究
が
進
み
、
将
軍
家
や
大
名
家
の
奥
向
の
機
構
・
職
制
も
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

近
世
の
武
家
社
会
は
「
表
」
と
「
奥
」
の
性
別
役
割
分
担
の
シ
ス
テ
ム

で
成
り
立
っ
て
お
り
、
表
は
政
治
領
域
と
し
て
、
奥
は
当
主
家
族
の
私
的

生
活
や
奥
向
を
支
え
る
女
中
・
男
性
家
臣
の
領
域
と
し
て
、
制
度
的
に
も

中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
女
性
の
役
割
と
奥
向

ｌ
薩
摩
藩
島
津
家
を
事
例
と
し
て
Ｉ

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

は
じ
め
に

空
間
的
に
も
分
離
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
従
来
の
幕
藩
政
治
史
研
究
で

は
、
女
性
や
奥
向
、
女
性
が
遣
り
取
り
し
た
文
書
を
取
り
上
げ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
一
九
九
○
年
代
に
長
野
ひ
ろ
子
氏
の
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構

（
１
）

造
と
女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に
ｌ
」
に
お
い
て
、
武
家
の
女
性
を
幕
藩
制

国
家
の
政
治
構
造
に
位
置
づ
け
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
彼
女
ら
の
果

た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
の
を
画
期
と
し
て
、
近
年
で
は
ジ
ェ
ン
ダ

ー
概
念
を
取
り
入
れ
た
研
究
や
、
大
名
家
の
奥
向
を
分
析
し
た
研
究
が

徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
の
研

究
は
ま
だ
少
な
い
状
況
で
あ
り
、
先
行
研
究
も
分
析
の
対
象
と
す
る
時
期

（
２
）

が
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
女
性
の
役
割
や
奥
向
に
つ

い
て
、
藩
内
及
び
家
内
に
お
け
る
女
性
の
役
割
や
奥
向
の
機
構
・
職
制
だ

け
で
な
く
、
幕
藩
関
係
に
お
け
る
女
性
の
役
割
や
、
大
名
家
の
奥
向
と
将

軍
家
の
奥
向
と
の
関
係
も
含
め
て
、
女
性
が
遣
り
取
り
し
た
文
書
も
積
極

的
に
活
用
し
、
男
性
の
役
割
や
表
向
と
比
較
し
な
が
ら
、
幕
藩
制
成
立
期

キ
ー
ワ
ー
ド
叩
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
奥
向
薩
摩
藩
島
津
家

松
崎
瑠
美
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か
ら
解
体
期
ま
で
を
通
時
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
近
世
武
家
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
、
明
治

期
以
降
、
近
代
家
族
の
誕
生
な
ど
新
た
に
形
成
さ
れ
る
近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
シ
ス
テ
ム
に
与
え
た
影
響
や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
構
造
の

変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
視
角
と
研
究
方
法
に
よ
り
、
筆
者
は
す
で
に
別
稿

に
お
い
て
天
下
統
一
期
か
ら
近
世
中
期
に
お
け
る
仙
台
藩
伊
達
家
を
事
例

（
３
）

と
し
て
分
析
し
た
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
得
た
事
柄
が
一
般
的
な
事
例

な
の
か
、
そ
れ
と
も
仙
台
藩
独
自
の
事
例
な
の
か
を
検
討
す
る
た
め
、
分

析
対
象
を
他
の
大
名
家
に
も
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
伊
達
家
と
同
様
に
鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
外
様
の
大
藩
で
あ
る
薩
摩
藩

島
津
家
を
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
近
世
全
期
を
通
じ
て
段
階
的
に

追
究
す
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
る
。
薩
摩
藩
島
津
家
の
女
性
に
関
す

（
４
）

る
先
行
研
究
は
主
に
、
幕
藩
制
成
立
期
前
後
と
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
養

女
竹
姫
が
五
代
藩
主
島
津
継
豊
に
嫁
ぐ
近
世
中
期
、
そ
し
て
二
代
藩
主

斉
彬
の
養
女
篤
姫
が
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
の
御
台
所
と
な
る
幕
末
期
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
時
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
部
分

的
に
見
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
藩
政
の
流
れ
の
中
で
考
察
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行

期
に
お
け
る
島
津
家
を
事
例
に
、
同
家
の
正
室
・
娘
・
側
室
・
女
中
の
役

（
５
）

割
や
奥
向
に
つ
い
て
、
仙
台
藩
伊
達
家
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
（
正

室
と
娘
に
つ
い
て
は
表
１
．
２
を
参
照
）
。
主
な
使
用
史
料
は
「
旧
記
雑

表l島津家歴代当主と正室

代
一
賜
一
蝿

止至の続柄

脹院弾正忠重聰の娘

聿相模守忠良の娘

子島左近太夫時堯の娘

闇吉左衛門助宗の娘（実園田清左衛門の振

聿義久の娘

聿備前照清の娘

17

18

※『島津氏正統系図｣、 「御祭祀提要｣、 「御代々御安殿｣、 「寛政重修諸家譜｣を

もとに作成。名称不詳の正室は空白にしてある。

-40-

当主 正室

貴久

義久
ウーーー■■ ■■ーー■■ー

義弘 宰相

家久 亀寿
口一一一一一一a■b一一



表2島津家の娘と嫁ぎ先

父（当主）

16代義久

嫁ぎ先 備考

側室の娘

正室の娘

正室の娘

．.． 右衛門＝

3女亀寿 島津久保
一一■■ーーーーーー■■ ■■ー■■ ■■ー■■‐一一■■■■一一一

島津家久

島津本家
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一

藩主島津本家

17代義弘 側室の娘

側室の娘2女御下千鶴 伊集院源二郎忠真
一一一一一一一一一■■トーーーーーー一一一一一－一一

島津下野久元

家臣
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

家臣

18代家久

(藩祖）

長女 側室（後の継室島津忠清

の娘）の娘。3歳で死去。

側室の娘

側室の娘

側室の娘

側室の娘｡20歳で死去。

側室の娘。16歳で死去。

側室（後の継室島津忠清

の娘）の娘

側室の娘

側室（後の継室島津忠清

の娘）の娘

側室の娘。天折。

側室の娘

側室の娘。天折。

側室の娘

側室の娘。天折。

側室の娘。天折。

側室の娘

御家地と家臣島津豊後朝

久の娘

千鶴と家臣伊集院源次郎

忠真の娘。17女が死去後

に嫁ぐ。

弼久慶■■■

島津大和久章 家臣7女

、壼 牝 前久頼

肝付伴兵衛兼屋 家臣9女

17女（養女） 松平隠岐守定行 伊予松山藩主

18女（養女） 松平隠岐守定行 伊予松山藩主

※「島津氏正統系図｣、 「御祭祀提要｣、 「御代々御安殿｣、 『寛政重修諸家譜」をもとに作成。
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（
６
）
（
７
）
（
８
）

録
」
、
「
島
津
家
文
書
』
、
「
鹿
児
島
市
史
』
で
あ
る
。

後
室
に
つ
い
て
は
長
野
ひ
ろ
子
氏
が
、
夫
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
島
津
本

宗
家
と
政
治
交
渉
に
あ
た
る
島
津
歳
久
後
室
や
伊
集
院
忠
棟
後
室
に
つ
い

（
９
）

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
後
室
の
姿
は
島
津
家
特
有
の

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
他
の
後
室

に
つ
い
て
、
他
家
の
事
例
も
含
め
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
穎
娃
家
に
お
い
て
、
穎
娃
忠
時
の
嫡
子
忠

継
と
舎
弟
久
虎
の
ど
ち
ら
が
当
主
に
な
る
か
を
め
ぐ
っ
て
内
乱
が
あ
り
、

そ
の
結
果
忠
継
が
討
た
れ
た
。
当
主
と
な
っ
た
久
虎
は
若
年
の
た
め
、
忠

時
の
妻
で
あ
っ
た
後
室
（
久
虎
生
母
、
忠
継
に
と
っ
て
は
継
母
に
当
た

る
）
が
政
治
を
執
り
行
っ
た
が
、
そ
の
政
治
は
過
酷
な
も
の
で
、
従
来
の

軽
罪
も
重
罪
と
み
な
し
た
た
め
思
い
も
よ
ら
な
い
罪
を
被
る
者
が
多
か
っ

た
。
そ
の
後
、
後
室
は
な
お
一
層
お
ご
り
た
か
ぶ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

家
臣
た
ち
が
久
虎
に
諫
言
し
、
そ
れ
を
受
け
て
久
虎
が
後
室
を
諫
め
た
と

こ
ろ
後
室
の
怒
り
を
買
い
、
逆
に
諫
言
し
た
家
臣
た
ち
を
死
罪
に
せ
よ
と

命
じ
ら
れ
、
も
は
や
逃
れ
ら
れ
ま
い
と
思
っ
た
家
臣
た
ち
は
切
腹
す
る
こ

と
も
考
え
た
。
一
方
、
久
虎
も
先
の
内
乱
で
功
が
あ
っ
た
家
臣
た
ち
を
罰

す
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
島
津
義
久
が
話
を
聞
き
っ

｜
豊
臣
政
権
成
立
以
前
（
島
津
家
一
七
代
当
主
義
久
・

十
八
代
当
主
義
弘
期
）

（
一
）
後
室
（
夫
に
先
立
た
れ
た
正
室
）
の
役
割

島
津
義
弘
は
日
向
の
伊
東
氏
と
の
合
戦
に
備
え
る
た
め
、
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
一
一
月
一
七
日
か
ら
飯
野
の
城
に
在
城
し
、
義
弘
の
正
室

宰
相
は
ニ
ノ
丸
で
あ
る
加
久
藤
の
新
城
に
い
た
が
、
あ
る
日
伊
東
勢
が
加

け
て
久
虎
の
姉
婿
で
あ
っ
た
本
田
政
親
を
使
者
と
し
て
送
り
、
和
平
の
仲

（
皿
）

裁
に
乗
り
出
し
た
。

（
、
）

ま
た
、
伊
集
院
忠
棟
か
ら
伊
勢
貞
知
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
「
從
豊
州

對
當
国
、
寄
事
於
左
右
、
可
被
散
諺
憤
之
企
、
節
ぐ
被
申
上
、
餘
宗
麟
御

姉
子
候
之
哉
、
被
致
在
京
、
別
而
訴
訟
之
旨
、
風
聞
候
」
と
あ
り
、
豊
後

の
大
友
宗
麟
と
島
津
氏
と
の
和
平
が
成
立
し
て
い
た
が
、
大
友
側
が
何
か

と
事
寄
せ
て
島
津
氏
に
対
す
る
篭
憤
を
は
ら
そ
う
と
企
ん
で
お
り
、
あ
ま

つ
さ
え
宗
麟
の
姉
が
在
京
し
て
訴
え
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。

東
北
に
お
い
て
も
当
主
の
死
後
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
た
め
に
後
室
が
家

政
を
執
り
行
う
事
例
が
見
ら
れ
、
伊
達
家
に
お
い
て
は
政
宗
の
母
保
春
院

が
、
兄
最
上
義
光
と
政
宗
と
の
和
睦
成
立
の
た
め
に
、
自
ら
戦
場
に
赴
い

て
双
方
の
間
に
立
ち
和
睦
を
促
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
島
津
家
に
限
ら
ず
こ
の
時
期
の
武
家
の
女

性
た
ち
は
、
夫
の
死
後
、
無
主
と
な
っ
た
家
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
領

内
を
統
治
す
る
な
ど
政
治
向
き
に
直
接
関
与
し
、
御
家
の
た
め
に
自
ら
出

向
い
て
対
処
し
、
時
に
は
中
央
政
権
に
働
き
か
け
る
と
い
う
行
動
的
な
側

面
を
持
っ
て
い
た
。

（
二
）
女
中
に
つ
い
て
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久
藤
の
城
に
続
く
裏
道
を
通
っ
て
押
し
寄
せ
て
き
た
。
伊
東
勢
が
ど
の
よ（皿

）

う
に
裏
道
の
情
報
を
手
に
入
れ
た
の
か
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

「
加
久
藤
御
城
ハ
忠
平
（
義
弘
ｌ
筆
者
注
記
、
以
下
同
様
ｌ
）
公
御
夫
人

（
宰
相
）
御
在
城
二
而
、
小
人
数
成
り
し
と
也
、
召
仕
れ
し
女
失
有
て
暇

を
給
し
に
、
此
者
伊
東
方
二
忍
ひ
行
、
鎗
掛
の
細
道
を
お
し
へ
し
と
云
説

有
」
と
い
う
よ
う
に
、
以
前
島
津
家
で
召
し
使
っ
て
い
た
女
が
過
失
を
犯

し
た
た
め
に
暇
を
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
者
が
伊
東
方
に
忍
び
寄
っ
て
細

道
を
教
え
た
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
女
中
が
軍
事
機
密
を
敵
方

に
漏
ら
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
上
井
覚
兼
日
記
」
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
一
一
月
二
七

（
燗
）

日
。
二
八
日
、
一
二
月
八
日
・
九
日
条
に
は
、
下
女
が
寺
に
逃
げ
込
ん
だ

こ
と
か
ら
、
島
津
家
の
老
中
（
家
老
）
が
寺
側
に
下
女
を
引
き
渡
す
よ
う

求
め
て
お
り
、
そ
の
交
渉
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寺
側
は
、
こ
の
下

女
が
俸
禄
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
下
人
な
の
で
、
本
人
の
意
思
に
背
い
て

ま
で
引
き
渡
す
必
要
は
な
い
と
、
断
っ
た
。
そ
の
前
例
と
し
て
、
島
津
家

久
の
生
母
少
納
言
が
召
し
使
っ
て
い
た
「
あ
つ
ま
や
」
と
い
う
女
が
寺
に

逃
げ
込
み
、
同
様
に
交
渉
が
行
わ
れ
た
も
の
の
引
き
渡
さ
ず
女
を
剃
髪
さ

せ
た
が
、
五
、
六
年
後
に
女
が
後
悔
し
再
び
島
津
家
に
奉
公
し
た
い
と
申

し
出
た
た
め
、
寺
側
が
少
納
言
に
侘
び
を
い
れ
て
許
し
を
得
、
「
伊
豆
」

と
名
乗
り
を
変
え
て
今
に
至
る
ま
で
奉
公
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

今
回
の
下
女
が
結
局
引
き
渡
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
島
津
家

に
と
っ
て
は
俸
禄
を
与
え
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
主
人
の
許
可
を

得
ず
に
逃
亡
し
た
女
中
を
是
が
非
で
も
取
り
戻
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
家
久
の
正
室
亀
寿
は
豊
臣
政
権
の
人
質
と
し
て
上
洛
し
て

（
Ｍ
）

い
た
が
、
義
弘
の
正
室
で
久
保
と
家
久
を
産
ん
だ
宰
相
も
人
質
と
し
て
在

（
応
）

京
し
て
い
た
。
義
弘
は
宰
相
と
度
々
書
状
を
遣
り
取
り
し
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
互
い
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
朝
鮮
出
兵
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
宰
相
が
国
元
に
い
る
時
期
の
書
状
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
宰
相
の

こ
の
時
期
は
、
島
津
家
一
七
代
当
主
義
久
・
十
八
代
当
主
義
弘
期
か
ら

藩
祖
家
久
の
初
期
に
当
た
り
、
豐
臣
秀
吉
の
死
、
関
ヶ
原
の
戦
い
、
徳
川

家
康
の
江
戸
開
幕
、
大
坂
の
陣
を
経
て
、
豊
臣
政
権
か
ら
徳
川
政
権
へ
移

行
す
る
時
期
で
あ
る
。

（
一
）
義
弘
の
正
室
宰
相

伊
達
家
で
は
天
文
五
年
の
「
塵
芥
集
」
に
、
伊
達
家
に
仕
え
る
女
中
が

主
人
に
暇
乞
い
を
す
る
こ
と
な
く
出
て
行
っ
た
場
合
、
男
性
家
臣
と
同
様

に
主
人
の
元
に
返
す
こ
と
と
あ
る
。
ま
た
、
家
臣
へ
の
知
行
宛
行
の
詳
細

が
乳
母
に
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
女
中
の
政
治
的
役
割
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
表
と
奥
が
完
全
に
は
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
の
時
期
、
女
中
は
男
性
家
臣
と
と
も
に
政
治
情
報
を
入
手
し
得
る
状

況
に
置
か
れ
て
お
り
、
御
家
の
安
泰
を
第
一
に
考
え
る
当
主
は
、
女
中
の

持
つ
政
治
情
報
が
洩
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
情
報
の
漏
洩
を
契
機
と
し
た

御
家
の
滅
亡
を
回
避
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
豊
臣
政
権
か
ら
徳
川
政
権
へ
の
移
行
期
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国
元
で
の
役
割
が
窺
え
る
。

天
正
一
九
年
（
一
五
九
二
三
月
一
九
日
の
義
弘
か
ら
宰
相
へ
宛
て
た

（
略
）

書
状
か
ら
は
、
宰
相
が
家
久
を
は
じ
め
女
中
に
対
し
て
油
断
な
く
奉
公
す

る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
、
家
久
に
は
和
歌
や
手
習
い
な
ど
の
嗜
み
も
油
断

な
く
取
り
組
む
こ
と
を
意
見
し
、
久
保
・
亀
寿
夫
婦
に
は
折
々
の
書
状
で

今
後
も
仲
睦
ま
じ
く
す
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
て
お
り
、
宰

相
が
国
元
で
義
弘
の
息
子
忠
清
や
娘
千
鶴
の
祈
念
を
ゆ
る
が
せ
な
く
行
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
五
月
四
日
の
義
弘
か

（
Ⅳ
）

ら
宰
相
へ
宛
て
た
書
状
で
も
、
子
女
や
召
し
使
っ
て
い
る
者
た
ち
へ
正
し

（
肥
）

く
奉
公
す
る
よ
う
言
伝
を
頼
む
と
と
も
に
、
祈
祷
を
行
う
者
た
ち
へ
宰
相

（
四
）

か
ら
取
り
計
ら
う
よ
う
頼
ん
で
い
る
。
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
六
月
二

（
犯
）

二
日
の
義
弘
か
ら
宰
相
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
息
子
忠
清
が
上
洛
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
聞
い
た
義
弘
が
、
忠
清
上
洛
の
供
を
誰
が
務
め
、
い
つ
出

発
す
る
の
か
、
ま
た
京
と
大
坂
の
ど
ち
ら
に
行
く
こ
と
に
な
る
の
か
な
ど
、

詳
細
を
書
状
で
教
え
て
欲
し
い
と
記
し
て
い
る
。
慶
長
元
年
（
一
五
九

（
皿
）

六
）
四
月
五
日
の
義
弘
か
ら
宰
相
に
宛
て
た
書
状
で
は
、
神
社
の
葺
板
に

つ
い
て
の
指
示
を
宰
相
か
ら
伝
え
る
よ
う
に
頼
ん
で
お
り
、
ま
た
宰
相
が

義
弘
・
家
久
の
朝
鮮
出
兵
で
の
無
事
や
京
都
で
人
質
生
活
を
送
っ
て
い
る

島
津
家
の
女
性
た
ち
の
無
事
を
祈
祷
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
後
も

義
弘
は
宰
相
へ
度
々
書
状
を
送
り
、
義
弘
の
言
伝
や
家
臣
た
ち
へ
の
指
示

を
頼
む
と
と
も
に
、
国
元
で
の
様
子
を
書
状
で
伝
え
る
よ
う
に
求
め
て
い

つ
（
》
Ｏ

こ
の
よ
う
な
書
状
の
一
例
と
し
て
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
八
月
七

（
”
）

日
の
義
弘
か
ら
宰
相
に
宛
て
た
書
状
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

（
前
略
）

一
い
つ
れ
も
ノ
、
男
女
ほ
う
く
う
申
候
者
共
へ
、
從
其
心
得
頼
入

候
、

一
花
香
取
候
ほ
ん
そ
ん
の
御
前
の
き
ね
ん
は
う
す
共
へ
も
、
い
よ

ノ
、
頼
む
の
よ
し
こ
シ
ろ
へ
あ
る
へ
く
候
、

（
中
略
）

わ
さ
と
申
ま
い
ら
せ
候
、
価
唐
と
日
本
之
あ
つ
か
い
も
あ
ひ
き
れ
候

由
、
申
ち
ら
し
候
、
さ
て
は
我
等
歸
朝
の
儀
ハ
、
中
ぐ
お
も
ひ
絶
た

る
儀
二
候
、
然
又
八
郎
（
家
久
）
事
無
渡
海
様
に
候
へ
か
し
と
、
明

暮
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
久
四
郎
（
忠
清
）
事
茂
子
今
在
京
候
哉
、
い

か
皇
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
（
中
略
）

一
日
本
の
諸
大
名
茂
父
子
御
在
番
の
衆
ハ
一
人
も
無
之
候
、
將
又

御
家
中
三
人
の
御
朱
印
衆
一
人
茂
無
在
高
麗
候
虚
に
、
又
八
郎

於
致
渡
海
者
、
身
っ
か
ら
迄
父
子
髪
元
へ
か
ん
に
ん
可
仕
候
、

誠
う
き
世
の
あ
り
さ
ま
可
過
之
候
、

一
自
然
無
地
に
て
我
等
あ
い
終
候
共
、
そ
れ
の
身
持
ゆ
へ
、
世
上

の
人
わ
ら
へ
に
成
候
ハ
ぬ
や
う
に
頼
入
候
ノ
、
、

一
唐
あ
っ
か
ひ
事
、
於
日
本
ハ
も
し
ノ
、
御
隠
密
も
や
候
す
ら
ん
、

「
本
マ
、
」

此
ふ
ミ
調
せ
候
す
る
物
に
、
能
々
も
れ
候
ハ
ぬ
様
に
申
を
れ
へ

く
候
、
定
而
や
か
て
め
て
た
く
歸
朝
候
て
申
う
け
給
る
へ
く
候
、

か
し
こ
、

「
朱
カ
キ
」
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「
文
禄
三
年
か
」
八
月
七
日

義
弘

さ
い
し
や
う
殿

こ
の
書
状
か
ら
、
宰
相
が
義
弘
か
ら
詳
細
な
政
治
情
報
を
伝
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
章
（
二
）
で
女
中
の
政
治
情
報
入

手
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
正
室
に
宛
て
た
書
状
に
は
こ
の
よ
う
に
重
要
な

政
治
情
報
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
書
状
を
正
室
に
読
み
聞
か
す

者
は
必
然
的
に
そ
の
情
報
を
知
り
得
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
外
部
に
漏
ら

さ
な
い
よ
う
に
口
止
め
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宰
相
は
義
弘
か
ら
情
報
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
国
元
の
情

報
を
義
弘
へ
書
状
で
伝
え
る
と
と
も
に
、
人
質
生
活
や
朝
鮮
出
兵
な
ど
の

た
め
夫
や
娘
の
い
な
い
国
元
に
お
い
て
留
守
を
預
か
る
当
主
の
正
室
と
し

て
、
当
主
の
子
女
や
召
し
使
っ
て
い
る
者
に
指
示
し
、
国
元
で
の
政
治
が

滞
り
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
監
督
す
る
と
と
も
に
、
島
津
家
の
女
性
と
し
て

家
族
の
祈
祷
を
行
い
皆
の
無
事
を
祈
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
女
中
・
奥
に
つ
い
て

（
１
）
女
中
に
つ
い
て

慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
九
月
に
義
弘
が
下
国
す
る
の
に
伴
い
、
島
津

家
で
は
正
室
宰
相
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
豐
臣
政
権
の
大
老
に
、
義
弘
の
戦

死
が
噂
さ
れ
て
お
り
、
宰
相
は
大
坂
に
留
ま
る
の
は
哀
愁
に
耐
え
難
く
暇

を
も
ら
っ
て
帰
国
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
と
訴
え
許
可
さ
れ
た
が
、
亀
寿

の
帰
国
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
亀
寿
に
仕
え
る
御
松
（
大
田

忠
秀
の
娘
）
と
い
う
女
中
が
亀
寿
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
大
坂
の
屋
敷
に

留
ま
る
こ
と
を
申
し
出
た
た
め
、
亀
寿
も
宰
相
と
共
に
密
か
に
帰
国
す
る

（
羽
）

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
忠
義
に
よ
り
御
松
は
三
○
○
石
の
領
地
を
賜
り
、

（
型
）
（
妬
）

死
後
は
弟
忠
安
に
讓
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
旧
記
抄
』
に
は
、

慶
長
五
年
拾
月
十
日
、
関
ヶ
原
御
歸
陣
已
後
、
維
新
様
（
義
弘
）

６
御
感
状
被
下
候
人
數
、
左
之
通
、

穎
娃
弥
一
郎
・
山
田
民
部
少
輔
両
人
二
百
石
、
本
田
源
右
衛
門
百
石
、

本
田
小
源
五
五
拾
石
、
二
階
堂
弥
六
五
十
石
、
白
坂
与
竹
信
石
、

（
中
略
）
、
少
納
言
拾
石
、
曽
木
弥
次
郎
五
十
石
、
小
川
与
三
左
衛
門

拾
石
、
井
尻
弥
五
介
五
拾
石
、
松
岡
千
熊
百
石
、
江
口
作
兵
衛
尉
拾

石
、
江
浪
彦
三
郎
拾
石

と
あ
り
、
関
ヶ
原
の
合
戦
以
後
、
義
弘
か
ら
感
状
を
送
ら
れ
た
者
の
中
に
、

「
少
納
言
」
と
い
う
者
が
存
在
し
一
○
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
。
中
世
以
降
、
武
家
の
女
中
の
中
で
も
、
乳
母
や
比
較
的
高
い
地

位
の
女
中
に
「
少
納
言
」
と
称
す
る
者
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
、

こ
の
史
料
で
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
少
納
言
」
以
外
の
者
は
皆
、
姓
と

通
称
（
仮
名
）
で
記
さ
れ
た
男
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
少
納

言
」
は
島
津
家
の
女
中
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
少
納

言
」
が
第
一
章
（
二
）
で
触
れ
た
家
久
の
生
母
を
指
す
の
か
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
勲
功
に
よ
っ
て
知
行
が
与
え
ら
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
統
一
政

権
の
移
行
に
伴
う
合
戦
が
行
わ
れ
た
こ
の
時
期
に
は
、
人
質
と
な
る
正
室

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
女
中
も
命
懸
け
の
奉
公
を
し
て
お
り
、
そ
の
忠
義

に
対
し
て
は
男
性
家
臣
と
同
様
に
女
中
に
も
褒
美
と
し
て
知
行
を
与
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
２
）
奥
方
法
度

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
二
月
一
六
日
の
家
久
か
ら
奥
向
の
奉
公
を

（
恥
）

し
て
い
る
家
臣
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
「
女
方
之
儀
者
平
生
法
度
た
あ
し

き
家
中
も
、
人
間
之
迷
二
て
不
可
然
儀
共
出
合
、
外
聞
悪
儀
毎
事
在
之
事

候
、
呪
御
家
内
之
儀
者
ゆ
る
か
し
き
由
、
兼
而
承
及
候
間
、
い
さ
参
か
も

う
つ
け
た
る
儀
共
見
及
聞
及
、
切
々
不
寄
男
女
可
申
聞
候
」
と
あ
る
。
ま

（
”
）

た
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
夏
の
島
津
義
弘
条
害
の
中
に
、
女
中
に
対

し
て
み
だ
り
が
わ
し
い
こ
と
が
な
い
よ
う
に
仰
せ
付
け
る
こ
と
が
記
さ
れ

（
犯
）

て
い
る
。
同
年
七
月
二
四
日
の
「
御
ち
よ
ほ
か
十
八
名
連
署
起
請
文
」
は
、

女
中
た
ち
が
家
久
夫
婦
に
尽
く
し
、
奉
公
の
場
で
知
り
得
る
情
報
を
他
言

し
な
い
こ
と
な
ど
を
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

家
久
は
慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
四
月
に
上
洛
し
た
際
に
、
将
軍
徳
川

家
康
か
ら
京
都
に
屋
敷
を
建
設
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
七
月
か
ら
京
都

の
屋
敷
の
建
設
に
着
手
し
九
月
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
屋
敷
の
奥
の

中
に
は
人
質
の
居
所
も
作
ら
れ
て
お
り
、
「
奥
へ
ハ
質
人
之
有
所
、
是
又

掘
二
堀
を
付
、
ロ
ー
ッ
ニ
而
橋
二
而
通
候
す
る
躰
也
」
と
、
二
重
の
堀
が
め

（
羽
）

ぐ
ら
さ
れ
出
入
り
口
を
一
つ
に
し
て
橋
を
渡
し
て
い
た
。
出
口
を
一
つ
に

限
定
し
四
方
を
水
で
囲
む
と
い
う
徹
底
的
な
空
間
分
離
が
行
わ
れ
て
お
り
、

女
性
た
ち
の
居
所
で
あ
る
奥
の
中
で
も
、
人
質
と
な
る
女
性
の
居
所
は
特

に
厳
重
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
人
質
と
し
て
の
価
値
の
高
さ
や

そ
の
役
割
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
義
弘
の
長
女
御
屋
地
の

娘
が
慶
長
一
○
年
（
一
六
○
五
）
八
月
に
徳
川
政
権
の
人
質
と
し
て
上
洛

（
犯
）

し
て
い
る
。

（
瓠
）

慶
長
一
○
年
（
一
六
○
五
）
一
二
月
一
八
日
の
「
留
守
中
置
目
条
目
」

で
は
、
奥
へ
の
出
入
り
に
関
す
る
事
項
が
事
細
か
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、

薩
摩
藩
に
お
い
て
は
こ
れ
が
奥
に
関
す
る
初
め
て
の
条
目
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
島
津
家
に
お
い
て
は
慶
長
期
を
境
に
表
と

奥
の
空
間
分
離
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
奥
へ
の
出
入
り
が
厳
し
く
規

制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
長
野
氏
も
情
報
漏
洩
を
警
戒

し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
奥
で
の
饗
応
の
際
な（犯

）

ど
日
頃
か
ら
島
津
家
の
女
性
や
女
中
と
接
触
す
る
機
会
の
あ
る
男
性
家
臣

に
対
し
て
、
く
れ
ぐ
れ
も
身
を
慎
む
よ
う
に
命
じ
て
御
家
の
血
統
を
乱
す

こ
と
を
阻
止
し
、
ま
た
主
人
の
身
近
に
奉
公
す
る
女
性
た
ち
が
政
治
情
報

を
把
握
し
得
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
た
ち
が
他
言
し
な
い
よ
う

誓
詞
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
男
性
家
臣
と
接
触
す
る
機
会
を
最
小
限

に
制
限
す
る
こ
と
で
、
情
報
漏
洩
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

仙
台
藩
に
お
け
る
奥
方
法
度
の
制
定
は
、
寛
永
二
○
年
（
一
六
四
三
）

五
月
一
三
日
の
「
奥
方
法
度
定
書
」
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た
、
長
野
氏
の

（
羽
）

論
考
で
、
幕
府
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
「
御
奥

方
御
条
目
」
と
寛
文
一
○
年
（
一
六
七
○
）
「
女
中
法
度
」
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
薩
摩
藩
の
奥
方
法
度
は
こ
れ
ら
の
法
度
と
比
べ

早
い
時
期
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
正
二
○
年
（
一
五
九
三

か
ら
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
に
か
け
て
、
島
津
氏
が
島
津
歳
久
後
室
及

び
伊
集
院
忠
棟
後
室
と
対
時
し
た
こ
と
が
、
女
性
の
政
治
へ
の
関
与
を
阻

止
す
る
方
向
性
を
打
ち
出
す
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
時
期
は
藩
祖
家
久
が
死
去
す
る
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
ま
で

で
あ
り
、
江
戸
幕
府
の
将
軍
で
は
、
二
代
将
軍
秀
忠
と
三
代
将
軍
家
光
の

代
に
当
た
る
。

義
弘
の
長
女
御
屋
地
が
産
ん
だ
娘
は
家
久
の
養
女
と
な
り
伊
予
松
山
藩

主
松
平
定
行
に
嫁
い
で
い
る
が
、
夫
婦
仲
が
よ
く
な
い
こ
と
を
聞
き
つ
け

た
御
屋
地
は
、
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
二
月
晦
日
に
娘
へ
書
状
を

（
弧
）

送
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
は
当
時
の
正
室
の
あ
る
べ
き
姿
が
読
み
取

れ
る
。

（
前
略
）
さ
れ
は
此
比
か
う
ち
の
か
ミ
殿
（
松
平
定
行
）
へ
む
つ
ま

し
く
御
入
候
ハ
い
よ
し
、
あ
ま
ね
く
う
け
た
ま
わ
り
っ
た
へ
候
、
定

而
女
の
な
ら
ひ
し
っ
と
ゆ
へ
に
候
ハ
ん
と
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
、
こ
れ

よ
り
心
っ
か
ひ
大
か
た
な
ら
す
候
、
更
に
身
っ
か
ら
と
し
て
ハ
、
ま

は
ゆ
き
申
事
な
か
ら
、
女
ハ
五
障
の
っ
ミ
の
外
に
三
従
と
て
、
い
わ

け
な
き
ほ
と
は
深
窓
に
や
し
な
ハ
れ
、
親
に
し
た
か
ひ
は
し
め
て
、

人
と
な
り
し
よ
り
お
と
こ
に
し
た
か
ひ
、
さ
て
又
老
後
に
は
子
に
し

た
か
ふ
、
こ
れ
を
三
の
家
な
し
と
申
候
て
、
女
の
く
る
し
ひ
は
な
へ

て
世
の
な
ら
ひ
に
て
候
、
（
中
略
）
、
か
や
う
に
こ
と
く
さ
を
か
り
あ

つ
め
、
昊
見
申
ま
い
ら
せ
候
も
、
か
な
ら
す
そ
も
し
ひ
と
り
の
た
め

三
徳
川
政
権
確
立
期

（
一
）
正
室
の
あ
る
べ
き
姿

な
ら
す
、
御
國
御
家
に
き
す
を
付
た
ま
ハ
ん
事
を
存
出
候
へ
ハ
、
身

も
し
ま
て
く
ち
お
し
く
候
、
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
、
御
屋
地
は
三
従
に
つ
い
て
説
き
、
嫉
妬
を
抱
か
な
い
よ
う

に
諭
し
、
こ
の
意
見
は
娘
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く
御
家
の
体
面
に
傷
を

付
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
女
性
の
苦
し
み
・

嫉
妬
は
世
の
習
い
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
も
、
正
室
は
夫
の
意
に
従
う
べ

き
で
あ
る
と
し
、
娘
を
嫁
が
せ
た
後
も
、
正
室
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

娘
の
姿
を
知
り
、
島
津
家
の
体
面
を
考
え
て
あ
え
て
意
見
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
子
女
に
対
し
て
意
見
す
る
こ
と
も
大
名
家
の
女
性
の

役
割
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
家
久
の
正
室
亀
寿
も
嫉
妬
の
念
か
ら
家
久

（
お
）

が
側
室
を
お
く
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら

は
単
に
一
人
の
女
性
と
し
て
抱
く
感
情
以
外
に
も
、
島
津
家
本
宗
家
の
娘

と
し
て
の
自
尊
心
の
強
さ
が
窺
わ
れ
る
。
御
屋
地
が
説
く
正
室
の
あ
る
べ

き
姿
は
、
こ
の
時
期
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
伊
達

政
宗
が
娘
に
宛
て
た
書
状
に
も
、
正
室
と
し
て
嫁
家
に
尽
く
す
心
構
え
を

説
い
て
い
る
。（

１
）
人
質
と
し
て
の
役
割

二
代
将
軍
秀
忠
の
命
に
よ
り
大
名
は
人
質
を
出
す
こ
と
と
な
り
、
家
久

は
父
義
弘
と
相
談
し
た
結
果
、
義
弘
の
二
女
で
家
久
の
妹
で
あ
る
千
鶴
を

島
津
家
の
人
質
と
し
て
江
戸
に
遣
わ
す
こ
と
に
し
、
千
鶴
は
即
座
に
そ
れ

を
了
承
し
、
娘
と
共
に
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
六
月
二
四
日
に
国
元

（
三
島
津
家
の
娘
に
つ
い
て
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を
出
発
、
二
月
一
六
日
に
江
戸
に
到
着
し
て
い
る
。
長
野
ひ
ろ
子
氏
の

（
調
）

論
考
で
、
千
鶴
が
人
質
と
し
て
江
戸
に
赴
く
こ
と
が
、
御
家
へ
の
奉
公
と

い
う
政
治
的
役
割
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
千
鶴
は
江
戸
で
ど
の
よ
う
な
人
質
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。

（
幻
）

義
弘
か
ら
千
鶴
に
宛
て
た
書
状
で
は
、
江
戸
に
は
各
大
名
家
が
召
し
寄

せ
ら
れ
て
軒
を
並
べ
て
お
り
、
良
い
こ
と
に
つ
い
て
は
名
声
と
な
る
が
、

悪
い
こ
と
が
あ
る
と
悪
名
と
な
り
、
一
身
だ
け
で
な
く
薩
摩
藩
の
名
誉
に

傷
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
「
い
つ
れ
も
御
お
き
め
を
ま
も
り
、
よ

く
／
、
あ
い
た
し
な
ミ
御
奉
公
仕
候
へ
と
、
き
ひ
し
ぐ
申
付
ら
れ
し
か
る

へ
く
候
、
も
し
又
御
意
に
そ
む
き
、
き
ま
か
せ
の
ふ
る
ま
ひ
仕
る
も
の
こ

れ
あ
ら
は
、
一
身
の
事
ハ
申
二
不
及
、
國
二
て
そ
ん
せ
さ
る
さ
い
し
に
い

た
る
ま
て
、
其
科
の
か
る
ま
し
く
候
条
、
連
々
其
通
役
人
中
方
か
た
く
申

渡
さ
る
へ
き
事
せ
ん
一
二
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
中
に
ゆ
る
が
せ
な
く

奉
公
す
る
よ
う
堅
く
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
と
伝
え
て
い
る
。
豊
臣
政
権

期
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
在
京
し
て
い
た
義
弘
は
、
同
様
に
在
京
し
て
い

（
羽
）

た
他
の
大
名
家
と
比
較
し
て
、
自
家
の
体
面
や
外
聞
を
意
識
し
て
い
た
が
、

徳
川
政
権
期
に
お
い
て
も
、
千
鶴
を
は
じ
め
と
し
て
召
し
使
う
者
た
ち
の

振
る
舞
い
が
、
島
津
家
の
体
面
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
千

鶴
は
人
質
と
し
て
江
戸
に
い
る
間
、
主
人
と
し
て
召
し
使
っ
て
い
る
者
の

監
督
責
任
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
義
弘
か
ら
の
書
状
に
よ
る
と
、
千
鶴
は
大
御
所
家
康
と
二
代

（
羽
）

将
軍
秀
忠
へ
男
性
家
臣
を
使
者
と
し
て
贈
り
物
を
献
上
し
て
い
る
。
ま
た
、

（
２
）
藩
主
か
ら
娘
に
宛
て
た
書
状

家
久
は
国
元
に
い
る
側
室
や
娘
た
ち
へ
度
々
書
状
を
送
っ
て
お
り
、
そ

の
内
容
は
近
況
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
娘
に
宛
て
た
書
状
で
は
娘

の
夫
や
そ
の
母
、
生
母
に
当
た
る
家
久
側
室
の
他
、
姉
妹
や
女
中
へ
の
言

（
蛇
）

伝
を
頼
ん
で
い
る
。
一
例
と
し
て
、
家
久
四
女
に
宛
て
た
書
状
を
紹
介
し

卜
警
フ
。

返
ノ
ー
、
く
ハ
し
き
事
口
上
に
申
候
ノ
ー
、
、
か
し
ぐ
、

わ
さ
と
一
筆
と
り
む
か
い
候
、
た
れ
の
嶋
く
ら
い
り
と
し
て
御
入
候

つ
る
、
さ
こ
ん
の
太
夫
（
種
子
島
忠
時
）
と
の
へ
、
み
な
ノ
‐
、
し
ん

し
候
、
ま
こ
と
に
ゑ
ん
た
う
の
事
に
て
候
に
、
か
こ
し
ま
し
か
と
お

は
し
候
ま
鼻
、
よ
る
つ
と
鼻
の
へ
か
た
く
御
入
候
す
る
、
さ
や
う
の

た
め
に
て
候
、
こ
と
さ
ら
御
い
ゑ
に
も
い
ま
に
別
儀
な
く
御
座
候
事

候
、
下
野
守
（
島
津
久
元
）
よ
り
く
ハ
し
く
申
さ
れ
す
る
ま
参
、
左

こ
ん
と
の
へ
も
此
よ
し
申
候
へ
く
候
、
い
よ
ノ
‐
、
御
た
し
な
ミ
か
ん

よ
う
に
そ
ん
し
候
、
又
ぐ
か
し
ぐ
、

「
朱
カ
キ
」

家
久
か
ら
の
書
状
に
よ
る
と
、
千
鶴
の
娘
も
家
康
と
秀
忠
か
ら
銀
子
や
小

（
㈹
）

袖
な
ど
を
拝
領
し
て
い
る
。
島
津
家
の
女
性
に
お
い
て
将
軍
家
と
贈
答
す

る
の
は
千
鶴
が
初
め
て
で
あ
り
、
将
軍
家
に
対
す
る
儀
礼
も
人
質
と
し
て

の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
で
の
人
質
生
活
を
送
っ
て
い
た
千
鶴
は
、
元
和
五
年

（
紐
）

（
一
六
一
九
）
に
帰
国
し
て
い
る
。
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「
寛
永
九
年
」
六
月
十
一
日
ゑ
と
よ
り

た
れ

む
も
し
い
ゑ
久

ま
い
る

夫
種
子
島
忠
時
は
鹿
児
島
に
居
住
し
て
奉
公
し
て
い
る
が
、
領
地
が
遠
方

の
た
め
費
用
が
不
足
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
種
子
島
に

あ
る
蔵
入
地
四
○
○
○
石
を
全
て
与
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
忠
時
へ
そ

の
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

家
久
の
娘
は
養
女
を
除
き
皆
家
臣
へ
嫁
い
で
お
り
、
娘
に
宛
て
た
書
状

を
通
し
て
家
臣
に
政
治
向
き
の
こ
と
を
含
め
た
公
私
の
情
報
が
伝
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
娘
た
ち
は
家
臣
に
嫁
い
だ
後
も
鹿
児
島
城
や
互
い
の

居
所
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
女
性
た
ち
へ
の
言
伝
を
伝
え
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
女
性
知
行
に
つ
い
て
は
、
長
野
ひ
ろ
子
氏
が
詳

（
網
）

し
く
分
析
さ
れ
、
義
久
・
義
弘
両
正
室
の
知
行
や
、
人
質
と
し
て
の
御
家

へ
の
奉
公
に
対
し
て
家
久
の
正
室
亀
寿
・
義
弘
の
二
女
千
鶴
に
与
え
ら
れ

た
知
行
の
他
、
島
津
家
の
娘
・
側
室
に
与
え
ら
れ
た
知
行
の
存
在
を
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
長
野
氏
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
女
性
知
行

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

元
和
六
年
（
一
六
二
○
）
五
月
一
三
日
に
義
久
の
二
女
へ
、
珍
し
い
硯

（
“
）

を
進
上
し
た
褒
美
と
し
て
一
○
○
○
石
の
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
側

（
三
）
女
性
知
行

室
で
は
、
奥
方
の
知
行
で
高
三
○
○
石
以
上
の
者
の
上
地
を
命
じ
た
寛
永

（
妬
）

二
年
（
一
六
三
四
）
五
月
二
○
日
の
「
島
津
久
慶
外
二
名
連
署
条
書
」

の
中
で
、
家
久
一
四
男
貞
昭
の
生
母
御
た
つ
（
崎
山
盛
秀
の
娘
）
に
つ
い

て
、
現
在
切
米
五
○
石
を
遣
わ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
知
行
高
一
○
○
石

に
つ
き
切
米
三
二
石
と
い
う
現
在
の
割
り
当
て
で
換
算
す
る
と
、
彼
女
の

知
行
高
が
一
五
六
石
と
半
端
な
数
に
な
る
の
で
、
四
四
石
を
加
増
し
て
合

計
二
○
○
石
の
知
行
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
別
稿
で
述
べ
る
万

（
妬
）

治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
「
鹿
府
万
治
高
帳
」
で
も
、
彼
女
が
二
○
○
石

の
知
行
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
女
中
で
は
、
義
久
に
仕
え

て
い
た
上
臆
お
万
が
年
老
い
て
か
ら
新
し
く
五
○
石
と
屋
敷
を
与
え
ら
れ
、

（
〃
）

死
後
は
彼
女
が
養
子
と
し
て
い
た
甥
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
お
万
は
暇
を
与

え
ら
れ
る
前
に
も
知
行
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
五
○
石
は
役
目

を
終
え
た
女
中
へ
の
生
涯
付
与
の
扶
持
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、

亀
寿
に
仕
え
て
い
た
上
臆
（
伊
集
院
久
教
の
娘
）
が
、
亀
寿
に
対
し
て
怠

り
な
く
奉
公
し
て
い
る
こ
と
へ
の
賞
と
し
て
六
○
石
を
家
久
か
ら
与
え
ら

れ
、
彼
女
が
家
臣
の
町
田
久
則
に
嫁
い
だ
後
、
所
領
を
義
理
の
息
子
で
あ

（
岨
）

る
忠
饒
に
譲
っ
て
い
る
。
樺
山
規
久
の
娘
は
家
久
の
二
女
の
後
見
と
し
て

召
し
出
さ
れ
、
そ
の
奉
公
の
賞
と
し
て
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
一
二
月

（
相
）

一
六
日
に
一
○
○
石
を
賜
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
慶
長
五
年
（
一
六
○

○
）
一
二
月
二
七
日
に
「
あ
ち
や
ち
」
と
い
う
女
中
と
思
わ
れ
る
女
性
が
、

（
卵
）

新
地
と
し
て
二
○
石
余
り
と
屋
敷
を
賜
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
女
性
知
行
は
、
進
物
や
藩
主
の
子
女
出
産
、
主
人
へ
の
忠
実

な
奉
公
に
対
す
る
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
長
野
氏
が
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明
ら
か
に
し
た
女
性
知
行
の
石
高
と
、
別
稿
で
明
ら
か
に
す
る
近
世
前
期

に
お
け
る
女
性
知
行
の
事
例
を
合
わ
せ
て
見
て
み
る
と
、
藩
主
の
子
女
を

産
ん
だ
側
室
に
は
二
○
○
～
三
○
○
石
余
り
、
女
中
の
忠
実
な
奉
公
に
対

し
て
は
二
○
～
三
○
○
石
の
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
島
津
家
の
娘
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
は
一
○
○
○
石
～
三
○
○
○

石
余
り
と
一
○
○
○
石
単
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
近
世
前
期
で
は
三
○
○

～
六
○
○
石
と
一
○
○
石
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
知
行
高
が
大
幅
に
減
少

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
娘
が
人
質
と
な
る
こ
と
は

な
く
、
さ
ら
に
藩
主
の
子
女
が
多
い
こ
と
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

寛
永
一
○
年
（
一
六
三
三
）
二
月
五
日
に
家
久
の
子
女
の
知
行
の
内
、

三
分
の
一
を
近
所
の
者
に
与
え
、
残
り
は
く
じ
引
き
を
行
っ
て
当
た
っ
た

者
に
与
え
る
こ
と
と
し
、
三
○
○
石
の
者
に
つ
い
て
は
く
じ
引
き
を
行
わ

ず
近
所
の
者
に
与
え
る
こ
と
が
仰
せ
出
さ
れ
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三

四
）
四
月
四
日
に
詳
細
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
支
配
の

親
疎
を
な
く
す
た
め
家
臣
の
知
行
の
配
置
換
え
を
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
奥
方
知
行
は
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
整
理
し
て
は
ど
う
か
と
義
弘
の
二
女
千
鶴

（
副
）

が
進
言
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
申
し
出
に
家
久
は
、
「
殊

外
被
成
御
感
、
為
御
女
儀
如
此
候
儀
、
御
分
別
奇
特
二
思
召
候
、
如
御
申
ゞ

惣
國
中
皆
ぐ
憲
法
之
御
沙
汰
有
之
時
節
二
候
間
、
無
餘
儀
御
親
類
中
左
様

之
御
心
付
候
ヘ
ハ
、
諸
人
之
沙
汰
も
可
然
候
ハ
ん
間
、
ヶ
様
之
儀
者
、
御

國
之
し
ま
り
二
可
罷
成
之
由
御
意
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
千
鶴
の
行
為

に
深
く
感
心
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
千
鶴
は
自
分
の
知
行
を
は
じ
め

（
四
）
女
中
・
奥
向
に
つ
い
て

（
認
）

年
未
詳
二
月
二
九
日
の
伊
勢
貞
昌
か
ら
家
老
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
藩

主
の
子
女
の
乳
母
に
関
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
乳
母
に

は
家
臣
の
妻
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
奉
公
の
心
づ
け
と
し
て
夫
に
藩
主
か
ら

知
行
（
妻
が
家
久
三
男
忠
朗
の
乳
母
を
勤
め
た
伊
集
院
忠
成
の
場
合
は
三

○
○
石
）
が
加
増
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
書
状
か
ら
は
窺
え
な
い

も
の
の
、
お
そ
ら
く
乳
母
自
身
に
も
何
ら
か
の
褒
美
が
与
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
夫
に
褒
美
と
し
て
の
知
行
が
与
え
ら
れ
る
点
が
興
味
深
い
。

こ
れ
は
、
家
臣
の
妻
が
乳
母
と
な
る
こ
と
で
、
夫
・
子
女
を
含
む
家
臣
一

家
が
長
期
間
江
戸
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

（
弱
）

た
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
の
伊
勢
貞
昌
の
書
状
に
は
、
家
久
一
二
男

む
れ

忠
心
の
乳
母
に
つ
い
て
、
「
於
此
方
尋
出
候
而
一
人
召
置
候
、
是
ハ
本
来

從
御
國
出
申
た
る
人
に
て
候
間
、
一
段
之
仕
合
候
」
と
あ
り
、
国
元
の
女

性
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
藩
主
の
子
息
は
世
子
を
除
い
て
基

本
的
に
家
臣
の
養
子
と
な
る
こ
と
か
ら
、
乳
母
は
江
戸
の
者
で
は
な
く
、

薩
摩
藩
の
領
内
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
る
国
元
の
家
臣
の
女
性
を
選
ん
で

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乳
母
を
含
め
た
女
中
の
採
用
方
法
に
つ
い
て
は
、

今
後
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
し
て
奥
方
知
行
に
つ
い
て
把
握
し
、
知
行
の
配
置
換
え
と
い
う
政
治
向

き
の
情
報
も
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
島
津
家
の
娘
と
し
て
自
ら
進
ん

で
提
案
す
る
こ
と
で
、
藩
主
の
沙
汰
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
寄
与

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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薩
摩
藩
で
は
借
銀
が
か
さ
み
国
役
の
費
用
が
不
足
し
た
た
め
、
家
久
は

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
七
月
三
日
に
諸
士
・
諸
寺
社
の
知
行
の
上
地
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
、
「
如
斯
諸
士
二
依
申
付
、
此
中
屋
形
中
二
召
仕
候
女

房
衆
之
内
、
過
分
二
相
除
、
其
上
衣
裳
等
諸
事
入
目
迄
か
ろ
く
相
改
候
間
、

是
を
以
諸
士
可
得
其
意
之
事
」
と
、
屋
敷
で
召
し
使
っ
て
い
る
女
中
の
過

（
別
）

半
を
召
し
放
ち
、
衣
装
な
ど
の
諸
事
の
費
用
を
倹
約
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

仙
台
藩
に
お
い
て
は
、
主
人
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
女
中
が
暇
を
出
さ

れ
る
事
例
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
人
員
削
減
と
し
て
の
召
し
放
ち
の
事
例

は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
薩
摩
藩
の
厳
し
い
財
政
状
況
は

（
弱
）

豐
臣
政
権
時
代
か
ら
続
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仙
台
藩
以
上
に
悪
化
し

て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
、
諸
士
・
諸
寺
社
に
無
理
を
強
い
る
か
ら
に
は

島
津
家
で
も
女
中
の
数
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
縁
組
の
特
徴

家
久
の
娘
の
縁
組
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
養
女
二
人
は
大
名
家
に
嫁

い
で
お
り
、
そ
の
他
は
家
臣
の
家
に
嫁
い
で
い
る
。
家
臣
に
嫁
い
だ
娘
た

ち
は
皆
側
室
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
薩
摩
藩
で
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九

九
）
に
家
久
が
家
臣
伊
集
院
忠
棟
を
手
討
ち
に
し
、
息
子
忠
真
が
反
旗
を

翻
す
と
い
う
庄
内
の
乱
が
起
こ
っ
て
お
り
、
多
く
の
家
臣
を
抱
え
る
島
津

家
に
お
い
て
、
そ
の
支
配
は
未
だ
不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
時
期
の
縁
組
は
家
臣
と
の
紐
帯
を
形
成
し
、
島
津
家
の
支
配
の
貫
徹

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
二
）
（
２
）
で
述
べ
た

よ
う
に
、
家
久
は
嫁
が
せ
た
娘
に
宛
て
た
書
状
を
通
し
て
家
臣
へ
の
指
示

以
上
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
島
津
家
の
女
性

の
役
割
や
奥
向
に
つ
い
て
、
仙
台
藩
伊
達
家
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

豊
臣
政
権
成
立
以
前
、
島
津
家
に
限
ら
ず
武
家
の
女
性
た
ち
は
、
夫
の

死
後
、
家
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
領
内
を
統
治
す
る
な
ど
、
主
体
的
か

つ
直
接
的
に
政
治
へ
関
与
し
て
い
た
。

慶
長
期
を
画
期
と
し
て
、
奥
方
法
度
の
制
定
な
ど
に
よ
り
表
と
奥
の
明

確
な
空
間
分
離
が
図
ら
れ
、
奥
へ
の
出
入
り
が
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
奥
向
の
女
性
は
主
人
の
身
近
に
奉
公
し
て
お
り
、
政
治
情
報

を
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
表
と
奥
の
分
離
は
御
家
の
血
統

を
乱
す
こ
と
を
阻
止
す
る
と
と
も
に
、
情
報
漏
洩
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
っ

た
。

島
津
家
に
お
い
て
は
、
女
中
の
人
員
削
減
や
衣
服
禁
制
な
ど
、
奥
向
の

緊
縮
削
減
が
徳
川
政
権
確
立
期
か
ら
見
ら
れ
、
薩
摩
藩
の
財
政
状
況
の
深

刻
さ
が
窺
え
る
。
こ
の
時
期
の
縁
組
は
家
臣
と
の
紐
帯
を
形
成
し
、
島
津

家
の
支
配
の
貫
徹
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
島
津
家
の
正
室
や
娘

た
ち
は
、
表
向
の
政
治
に
関
し
て
必
ず
し
も
無
関
心
で
は
な
く
、
島
津
家

の
体
面
を
汚
さ
ぬ
よ
う
に
努
め
、
自
身
の
公
的
存
在
と
し
て
の
立
場
を
認

識
し
、
生
家
や
婚
家
に
寄
与
し
て
い
た
。

今
回
、
女
性
が
遣
り
取
り
し
た
書
状
も
分
析
対
象
と
し
た
が
、
そ
こ
に

を
伝
え
て
お
り
、
ま
さ
に
娘
が
く
さ
び
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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は
近
況
報
告
な
ど
の
私
的
な
内
容
だ
け
で
な
く
政
治
情
報
も
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
当
時
の
女
性
観
や
御
家
の
認
識
に
つ
い
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
、
研
究
素
材
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
改
め
て
示
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
役
割
や
奥
向
の
実
態
は
、
御
家
の
情
勢
を
反
映

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
近
世
中
期
以
降
、
島
津
家
は
将
軍
家
と
姻
戚

関
係
を
結
ぶ
こ
と
か
ら
、
幕
藩
関
係
に
お
け
る
女
性
の
役
割
や
、
大
名
家

と
将
軍
家
の
奥
向
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
想
さ
れ
、

今
後
は
、
今
回
推
測
に
留
め
た
点
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、

引
き
続
き
近
世
以
降
の
分
析
を
進
め
、
近
世
武
家
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

シ
ス
テ
ム
の
成
立
か
ら
近
代
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
へ
と
移
行
す
る

過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

《
汪（

１
）
近
世
女
性
史
研
究
会
編
「
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
○
年
所
収
、
長
野
ひ
ろ
子
「
日
本
近
世
ジ

ェ
ン
ダ
ー
論
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
再
収
。

（
２
）
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
浅
川
清
栄
「
高
島
藩
主
と
妻

妾
・
子
女
Ｉ
そ
の
藩
政
と
の
関
連
ｌ
」
（
「
信
濃
」
第
四
四
巻

第
二
号
、
一
九
九
二
年
）
、
江
後
迪
子
「
隠
居
大
名
の
江
戸
暮

ら
し
』
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
七
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
九
年
）
、
柳
谷
慶
子
「
仙
台
藩
伊
達
家
の
「
奥
方
」
’
七

代
重
村
の
時
代
を
中
心
に
」
（
大
口
勇
次
郎
編
「
女
の
社
会
史

一
七
’
二
○
世
紀
ｌ
「
家
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る
』
山

川
出
版
社
、
二
○
○
一
年
）
、
同
「
武
家
社
会
と
女
性
」
（
大

石
学
編
「
日
本
の
時
代
史
一
六
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』

二
○
○
三
年
）
、
皿
海
ふ
み
「
若
君
の
宮
参
り
と
井
伊
家
御
成

ｌ
井
伊
家
奥
向
と
の
関
係
を
中
心
に
ｌ
」
含
彦
根
城
博
物
館

叢
書
五
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
」
彦
根
藩
資
料
調
査
研

究
委
員
会
、
二
○
○
四
年
）
、
福
田
千
鶴
「
近
世
中
期
に
お
け

る
彦
根
井
伊
家
の
奥
向
」
ニ
彦
根
城
博
物
館
叢
書
六
武
家

の
生
活
と
教
養
』
彦
根
藩
資
料
調
査
研
究
委
員
会
、
二
○
○

五
年
）
、
氷
室
史
子
「
大
名
藩
邸
に
お
け
る
御
守
殿
の
構
造
と

機
能
ｌ
綱
吉
養
女
松
姫
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
お
茶
の
水
史
学
」

第
四
九
号
、
二
○
○
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
化
粧
料

を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
女
性
知
行
に
関
す
る
論
考
に
は
、

城
島
正
祥
「
佐
賀
藩
成
立
期
の
内
儀
方
知
行
」
二
社
会
経
済

史
学
』
第
三
八
巻
第
三
号
、
一
九
七
二
年
、
「
佐
賀
藩
の
制
度

と
財
政
』
文
献
出
版
、
一
九
八
○
年
再
収
）
、
宮
本
義
己
「
武

家
女
性
の
資
産
相
続
ｌ
毛
利
氏
領
国
の
場
合
ｌ
」
（
「
国
学
院

雑
誌
』
第
七
六
巻
第
七
号
、
一
九
七
五
年
）
、
柳
谷
慶
子
「
近

世
武
家
女
性
の
知
行
と
相
続
ｌ
新
庄
藩
の
場
合
ｌ
」
（
横
山
昭

男
教
授
還
暦
記
念
会
編
「
山
形
地
域
史
の
研
究
」
文
献
出
版
、

一
九
九
○
年
）
、
同
「
近
世
大
名
家
の
女
性
知
行
ｌ
新
庄
藩
の

場
合
ｌ
」
含
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
三
一
、
一
九
九
○
年
）
、

同
「
女
性
に
よ
る
武
家
の
相
続
ｌ
盛
岡
藩
・
仙
台
藩
の
事
例
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か
ら
ｌ
」
（
桜
井
由
幾
他
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
読
み
解
く
江
戸

時
代
」
三
省
堂
、
二
○
○
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
「
天
下
統
一
・
幕
藩
制
確
立
期
に
お
け
る
武
家
女
性
の
役
割

ｌ
仙
台
藩
伊
達
家
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
二
国
史
談
話
会
雑
誌
」

第
四
五
号
、
二
○
○
四
年
）
、
「
近
世
武
家
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
シ
ス
テ
ム
と
女
性
の
役
割
ｌ
近
世
中
期
の
仙
台
藩
伊
達

家
を
事
例
と
し
て
ｌ
」
（
「
歴
史
』
第
一
○
三
輯
、
二
○
○
四

年
）
。
本
稿
で
述
べ
る
伊
達
家
の
事
例
は
こ
の
既
発
表
論
文
に

よ
る
。

（
４
）
桃
園
恵
真
「
持
明
夫
人
」
（
「
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要

文
学
科
論
集
」
第
一
号
、
一
九
六
五
年
）
、
長
野
ひ
ろ
子
「
幕

藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に
ｌ
」
（
前

掲
注
１
）
、
同
「
幕
藩
制
成
立
期
の
家
と
女
性
知
行
」
（
津
田

秀
夫
編
「
近
世
国
家
と
明
治
維
新
」
三
省
堂
、
一
九
八
九
年
、

前
掲
『
日
本
近
世
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
』
再
収
）
、
久
保
貴
子
「
武

家
社
会
に
生
き
た
公
家
女
性
」
（
林
玲
子
編
「
日
本
の
近
世
一

五
女
性
の
近
世
」
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
、
江
後
迪

子
「
武
家
の
江
戸
屋
敷
の
生
活
Ⅱ
ｌ
鹿
児
島
藩
島
津
家
中
奥

日
記
か
ら
ｌ
」
（
港
区
立
港
郷
土
資
料
館
「
研
究
紀
要
五
」
、

一
九
九
八
年
）
、
山
本
博
文
「
幕
府
大
奥
と
薩
摩
藩
奥
の
交
際

に
つ
い
て
ｌ
「
薩
摩
藩
奥
女
中
文
書
」
の
考
察
ｌ
」
（
「
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
二
○
○
五
年
）
、

同
一
徳
川
将
軍
家
の
結
婚
』
（
文
春
新
書
四
八
○
、
文
藝
春
秋
、

二
○
○
五
年
）
な
ど
が
あ
り
、
横
田
冬
彦
「
豊
臣
政
権
と
首

都
」
（
日
本
史
研
究
会
編
「
豊
臣
秀
吉
と
京
都
ｌ
聚
楽
第
・
御

土
居
と
伏
見
城
ｌ
』
文
理
閣
、
二
○
○
一
年
）
で
は
、
大
名

屋
敷
と
人
質
の
居
所
に
関
し
て
島
津
氏
の
事
例
も
挙
げ
て
お

り
、
前
掲
注
２
氷
室
論
文
で
は
竹
姫
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
。

（
５
）
こ
の
時
期
に
お
け
る
女
性
の
書
状
を
分
析
し
た
先
行
研
究

と
し
て
、
桑
田
忠
親
「
桑
田
忠
親
著
作
集
第
七
巻
戦
国
の

女
性
」
（
秋
田
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
遠
藤
ゆ
り
子
「
戦
国

期
奥
羽
に
お
け
る
保
春
院
の
は
た
ら
き
ｌ
戦
国
時
代
の
平
和

維
持
と
女
性
ｌ
」
（
「
日
本
史
研
究
」
四
八
六
、
二
○
○
三
年
）

な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
編
「
鹿
児
島
県
史
料
旧

記
雑
録
後
編
一
～
六
、
附
録
一
・
二
、
追
録
三
（
鹿
児
島
県
、

一
九
七
一
～
一
九
七
三
年
）
。
以
下
、
「
旧
記
雑
録
』
と
略
す
。

（
７
）
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第

十
六
島
津
家
文
書
之
一
～
三
」
（
東
京
大
学
、
一
九
四
二

～
一
九
六
六
年
）
。
以
下
、
「
島
津
家
文
書
」
と
略
す
。

（
８
）
鹿
児
島
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
鹿
児
島
市
、
一
九
七
一

年
。

（
９
）
長
野
ひ
ろ
子
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立

期
を
中
心
に
ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
。

（
Ⅷ
）
『
旧
記
雑
録
後
編
こ
巻
一
二
’
一
○
七
九
。

（
Ⅱ
）
『
旧
記
雑
録
後
編
三
巻
一
三
’
一
二
八
一
・
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（
ｕ
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
巻
六
’
六
三
二
。

（
岨
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
巻
八
’
七
七
六
。

（
Ⅲ
）
長
野
ひ
ろ
子
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立

期
を
中
心
に
ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
、
同
「
幕
藩
制
成
立
期
の
家

と
女
性
知
行
」
（
前
掲
注
４
）
。

（
明
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
』
巻
二
七
’
九
二
二
、
巻
三
一
’
二

六
七
、
「
旧
記
雑
録
後
編
三
』
巻
三
八
’
一
七
八
、
二
○
一
、

巻
三
九
’
二
三
三
、
二
三
四
、
二
三
五
、
二
三
九
、
巻
四
二

’
四
七
六
、
巻
四
六
’
八
六
三
、
巻
五
○
’
一
一
八
一
、
一

二
○
○
な
ど
か
ら
、
文
禄
元
年
お
よ
び
慶
長
二
年
か
ら
慶
長

五
年
ま
で
京
都
や
大
坂
に
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
脳
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
』
巻
二
六
’
七
四
四
。

（
Ⅳ
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
』
巻
二
七
’
八
八
二
。

（
肥
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
』
巻
三
一
’
二
六
八
の
文
禄
二
年
八

月
二
日
の
島
津
義
弘
か
ら
宰
相
に
宛
て
た
書
状
に
も
記
さ
れ

て
い
る
。

（
的
）
『
旧
記
雑
録
後
編
二
」
巻
三
三
’
一
三
六
四
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
一
二
巻
三
○
’
二
四
五
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
三
』
巻
三
六
’
四
四
。

（
〃
）
「
旧
記
雑
録
後
編
一
二
巻
三
三
’
一
三
六
四
。

（
脇
）
「
旧
記
雑
録
後
編
三
」
巻
五
○
’
二
七
○
、
一
二
一
六
。

（
別
）
『
旧
記
雑
録
後
編
一
二
巻
五
○
’
一
二
一
六
。
な
お
、
御
松

に
つ
い
て
は
長
野
氏
も
「
幕
藩
制
成
立
期
の
家
と
女
性
知
行
」

（
前
掲
注
４
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
妬
）
「
旧
記
雑
録
後
編
三
」
巻
五
○
’
一
二
○
九
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
一
二
巻
三
三
’
一
四
二
二
。

（
〃
）
『
鹿
児
島
市
史
Ⅲ
』
「
中
世
関
係
資
料
（
古
文
書
と
二
’
五

九
、
「
旧
記
雑
録
後
編
三
」
巻
四
五
’
七
五
五
。

（
邪
）
「
旧
記
雑
録
後
編
三
』
巻
四
五
’
八
一
○
。
な
お
、
こ
の
起

請
文
に
つ
い
て
は
長
野
氏
も
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と

女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に
ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
で
取
り
上
げ
て

い
る
。

（
羽
）
『
旧
記
雑
録
後
編
三
』
巻
五
八
’
一
九
二
八
、
一
九
四
五
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
四
』
巻
五
九
’
九
一
・

（
別
）
『
旧
記
雑
録
後
編
四
」
巻
五
九
’
一
三
九
。
な
お
、
こ
の
法

令
に
つ
い
て
は
長
野
氏
も
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女

性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に
ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
で
取
り
上
げ
て
い

プ
（
シ
Ｏ

（
胡
）
「
旧
記
雑
録
後
編
二
」
巻
一
七
ｌ
一
二
三
、
一
八
一
、
『
鹿

児
島
市
史
Ⅶ
』
「
経
兼
日
記
」
慶
長
六
年
正
月
八
日
条
。

（
羽
）
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に

ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
四
』
巻
六
八
’
一
○
六
三
。

（
弱
）
前
掲
注
４
桃
園
論
文
。

（
邪
）
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に

ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
。
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（
訂
）
『
旧
記
雑
録
後
編
四
」
巻
六
八
’
一
○
六
一
、
一
○
七
一
・

（
胡
）
前
掲
注
４
横
田
論
文
。

（
胡
）
「
旧
記
雑
録
後
編
四
』
巻
六
八
’
一
○
七
一
・

（
伽
）
「
旧
記
雑
録
後
編
四
」
巻
七
六
’
一
七
五
四
。

（
岨
）
『
旧
記
雑
録
後
編
四
一
巻
七
四
’
一
五
七
六
、
一
五
七
七
、

一
六
二
七
。

（
蛇
）
『
旧
記
雑
録
後
編
五
』
巻
八
四
’
五
三
一
・

（
銘
）
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
ｌ
成
立
期
を
中
心
に

ｌ
」
（
前
掲
注
１
）
、
「
幕
藩
制
成
立
期
の
家
と
女
性
知
行
」

（
前
掲
注
４
）
・

（
“
）
『
旧
記
雑
録
後
編
四
」
巻
七
五
’
一
六
八
六
。

（
妬
）
「
旧
記
雑
録
後
編
五
』
巻
八
七
’
七
一
九
。

（
妬
）
『
旧
記
雑
録
追
録
二
巻
八
’
八
五
九
。
な
お
、
近
世
前
期

お
よ
び
中
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
島
津
家
の
女
性
の
役
割
と
奥

へへへへ

5049 4847
… …ー

書
之
三
』
一
二
○
八
。

（
団
）
『
旧
記
雑
録
後
編
五
」
巻
八
六
’
六
五
七
、
六
五
九
、

七
’
七
○
五
、
「
島
津
家
文
書
之
三
』
一
五
四
○
。

（
馳
）
『
旧
記
雑
録
附
録
二
巻
五
’
四
一
三
。

向
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
分
析
す
る
。

「
旧
記
雑
録
附
録
一
二
巻
二
九
’
一
三
二
二
・

『
旧
記
雑
録
附
録
二
』
巻
二
六
’
二
八
三
。

「
旧
記
雑
録
附
録
二
』
巻
三
○
’
一
四
二
五
。

「
旧
記
雑
録
附
録
一
二
巻
二
六
’
一
二
三
四
、
『
島
津
家
文

巻
八

付
記本

論
文
は
東
北
大
学
別
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
社
会
階
層

と
不
平
等
研
究
教
育
拠
点
に
お
い
て
な
さ
れ
た
研
究
の
成
果
で
あ

る
。

（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
近
世
史
）

（
弱
）
「
旧
記
雑
録
後
編
五
』
巻
七
九
’
一
○
四
。

（
別
）
「
旧
記
雑
録
後
編
四
』
巻
七
四
’
一
六
一
二
、
一
六
一
三
。

（
弱
）
前
掲
注
４
横
田
論
文
で
、
当
時
在
京
中
の
島
津
氏
の
困
窮

ぶ
り
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
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